




１．「地球環境の保全」を課題とする教育を推進し、豊かで健全な未来社会の実現に貢献する人材を

育成する。

２．本学を構成する教員の「地球環境の保全」に関する研究成果を発信し、社会に貢献する。

３．「地球環境の保全」に貢献しうる省エネルギー、省資源、廃棄物の抑制・再利用等に継続的に取り

組み、改善を図る。

４．「環境配慮促進法」に関連する法的事項を遵守する。

５．本学の「地球環境の保全」に関する取り組みを組織として推進し、取り組みの状況を社会に公表

する。
平成23年6月15日

国立大学法人　徳島大学長

（1）理念

（2）行動指針
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本学では、2005年9月2日に徳島大学環境保全活動計画を、そして、2011年6月15日に第2期徳島大学環
境方針を策定し、目的・目標の達成に向けて全学的に取り組み、必要な改善を行い環境負荷の低減に努めてい
ます。

環境に関連する教育・学習機会を維持し、増加
させる。

環境に関連する研究を維持し、増加させる。

原単位※1で前年度比1％以上削減を目標とする。

原単位※1で前年度比1％以上削減を目標とする。

電力のピークカット運転に配慮しつつ削減に努
める。※2

毎月第２・第４金曜日をノーカーデーとする運
動に取り組む。

用紙類の使用量を前年度比１％削減を目標とする。

廃棄物の分別を徹底し、リサイクルの促進を図る。

徳島大学グリーン調達方針に基づく調達を行う。

各種法規制を遵守し適正な管理に努める。

有機廃液及び無機廃液を適正に処理する。

樹木の植栽と維持管理に努める。

放置自転車の撤去を進めると共に、キャンパス内と周辺地
域への違法駐輪の削減のため、キャンパス内の駐輪場を明
確化し指導を行う。

喫煙場所を明確化し、喫煙場所以外を禁煙とする。

学部・大学院における環境教育・学習の一層の
推進を図る。

大学における環境関係の研究を充実する。

用紙類の使用量を６年間で６％以上削減を目
標とする。

廃棄物の分別を徹底し、廃棄物の発生抑制、リサ
イクルの促進を図る。
環境配慮型製品を優先的に購入する「グリー
ン購入」を促進する。

化学物質の適正な管理を進める。

廃液の発生抑制を促進し、適正に処理する。

キャンパス内の緑を適正に管理し、緑化の推進
を図る。
放置自転車を削減し、効果的自転車管理に努
める。

分煙環境の整備と施設利用者への周知徹底
により受動喫煙の防止に努める。

ＣＯ₂削減行動計画に
基づき、ＣＯ₂排出量を
２０10年度と比較して
６年間で原単位※16％
以上削減を目標とする。

環 境 教 育・研 究

Ｃ Ｏ ₂ 削 減

用 紙 類 の 使 用

原単位※1で前年度比1％以上削減を目標とする。水の使用量の削減に努める。水 資 源 の 使 用

一般廃棄物の排出

製 品 の 購 入

化学物質の使用

廃 液 処 理

キャンパス緑化

放置自転車の存在

喫 煙

キャンパス内、地域周辺の清掃活動への参加を
促進する。

地域社会と連携して、情報発信を活発に行う。

学生による自主的な環境活動の促進を図る。

地域社会との連携及び情報発信に努める。

※1 本学における原単位とは、使用量/建物面積で算出しています。
※2 重油は、夏季の自家発電によるピークカット運転に使用しており、大幅な削減が困難なため努力目標としています。

地 域 社 会

電 気 の 使 用 量

ガ ス の 使 用 量

重 油 の 使 用 量

ノーカーデーの取り組み

環 境 側 面 環 境 目 的 2 0 1 3 年 度 環 境 目 標

学生の自主的活動

30～35実施

実施

－3.8％

－7.4％

21.0％

実施

－7.8％

1.0％

－0.1％

実施

実施

実施

実施

実施

実施

30～35

12

13

13

17

15

14

24

29

22

23

34

37

17

４０、41、
43

32、38、
43

産官学の共同研究等、環境関連研究の実施に努めました。

環境関連講座を開催し、継続的に環境教育の拡充に努めました。

研　究

教　育

自家発電機で重油使用量削減に努めつつ電力ピークカット運転に使用しましたが、自家発
電機の使用頻度が多くなったため、増加となりました。

省エネ活動への取り組みについて自然エネルギーの利用や夏季の電力需給対策に取り組
み冷房負荷の削減に努めました。空調機の使用期間や設定温度を遵守するよう努め、電気
とガスの原単位をともに削減できました。

毎月第２、第４金曜日前日に学内ホームページの掲示板で呼びかけ啓発に努めました。

用紙類を削減するよう努めましたが、増加となりました。コピー用紙とトイレットペーパ－
の使用量が増加したことがその主要因です。

燃やせないごみと缶・びん・ペットボトルの廃棄量が増加となりましたが、全体としては、削
減することができました。缶・びん・ペットボトルの分別、リサイクルに努めました。

19分野中、紙類,自動車類については目標の１００％に達しませんでしたが、それ以外の品
目については１００％を達成しました。

法の遵守については、適正な管理に努めました。

敷地外にはみ出している枝等の伐採や常三島の芝の育成に努めました。

各地区の学部では、放置自転車の対策として年2回整理を行い環境美化に努めました。

蔵本地区ではキャンパス内を禁煙とし、他の地区では喫煙場所を定め環境整備に努めました。

毎月３回キャンパスの清掃活動を行うと共に、学生が中心となって兵庫県、地元の小中高
生、企業と共に活動しています。

様々な分野において地域社会と連携し、講師派遣や社会活動に積極的に情報発信しました。

有機廃液は年間１２回、無機廃液は年間２回にそれぞれ分けて外部委託により適正に処
理しました。その他の廃液も外部委託により適正に処理しました。

節水コマや自動水洗、小便器の人感センサー制御方式の導入等による節水に努めまし
た。また、井水浄化水供給業務の実施により、上水使用量の削減に努めました。

2 0 1 3 年 度 取 り 組 み 状 況 実　績 評　価 参照頁

評価の区分：　　　  目標達成　　　 未達成(継続取り組み)

実施

実施

（1） 環境側面に関わる取り組み

（2） 学生の自主的な活動及び地域社会との連携に関わる取り組み

環境保全活動計画の目的･目標04
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ボイラー・自家発電設備の運転に伴うＳＯＸ、ＮＯＸ、ばいじん等の排出管理

キャンパス内から公共用水域への排水の管理

自家発電設備・建設工事に伴う騒音の発生抑制

自家発電設備・建設工事に伴う振動の発生抑制

研究施設等からの悪臭の発生防止

キャンパス内で使用する化学物質の環境への排出管理

毒物及び劇物の適正な管理

焼却炉は平成１１年に全て廃止

教育・研究活動によって発生する廃棄物の適正な管理
産業廃棄物管理票公布の適正な管理（マニフェスト）

特定事業者（徳島大学）の第一種エネルギー管理指定工場(蔵本地区)・第二種エネルギー管
理指定工場(常三島地区(工学部地区）)におけるエネルギーの使用の合理化

ＰＣＢの適正な管理及び処理計画

温室効果ガス排出の抑制

大気汚染防止法

水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措
置法、徳島市下水条例

ダイオキシン類対策特別措置法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

エネルギーの使用の合理化に関する法律

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法

徳島県地球温暖化対策推進条例

騒音規制法

振動規制法

悪臭防止法

特定化学物質の環境への排出量の把握及び
管理の改善の促進に関する法律

毒物及び劇物取締法

法 令 の 名 称 関 係 する主 な 事 業 活 動

最近、棚田や段畑の景観が中山間地の魅力として注目されてきています。しかしながら、石積みの技術
を持つ人たちの高齢化や中山間地の過疎化が進み、その技術が継承されていないことが課題になってお
り、受け継いだ田畑を直せない人が多くなっています。そこで、石積みの「技術を持つ人」「習いたい人」「石
積みを直してほしい人」の三者をマッチングさせ、技術の継承を行う活動をしているのが「石積み学校」で
す。
地域創生センターでは、「集落景観保全プロジェクト」事業として、「棚田、段畑の石積み」冊子を作成しま

した。

総合科学部では「徳島カーボン・オフセット推進協議会」によって地
域の産業、特産物や環境条件に根ざしたカーボン・オフセット制度の
普及啓発活動を行っています。平成25年度は、その実績が認められ、
地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対策活動実績・普及部門）を受け
ました。　　　　　

カーボン・オフセット
　（Carbon Offset） とは

直接削減することができな
いCO2（カーボン）の排出を、
植林やクリーンエネルギー
関連事業への投資などで相
殺（オフセット）する仕組みの
こと。

本学では、教育・研究活動において環境に関する法令や地方自治体の条例等を遵守しています。 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第100号）第7条第１項の規定に基づき、平
成26年４月１日付け国立大学法人徳島大学における「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、環境
物品等の調達を推進しています。

調達方針において、基準を満足する調達量の割合で目標設定を行う品目については、全て１００％を目標とし
ていましたが、一部の品目において機能・性能上の必要性から判断の基準を満足する物品を調達できませんで
した。

環境物品の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品、またはこれと同等のものを調達するよう
努めました。ＯＡ機器、家電製品については、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択
しました。

環境物品等の調達の推進に当たって、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとし、環境
物品等の判断基準を超える高い基準のものを調達すること、また、グリーン購入法適合品が存在しない場合につ
いても、エコマーク等が表示され、環境保全に配慮されている物品を調達することについて配慮し、コピー用紙等
の事務用品やOA機器について対象の製品を購入しました。
また、物品等を納品する事業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者に対して事業者自身が、環境物品
等の調達を推進するように働きかけました。

（３）法規制等の遵守 （４）グリーン購入法による調達等の状況

    環境に関する法規制等遵守の状況

    特定調達品目の調達状況 

    特定調達品目以外の環境物品等の調達状況

    その他の物品、役務の調達に当たっての環境配慮の実績15
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【２０11年９月発行】 【２０13年９月発行】【２０12年９月発行】

２００５年４月の環境配慮促進法の施行に伴い、２００５年度より徳島大学の環境における取り組みを環境報
告書として取りまとめ、公表しています。本年度は第9回目の発行となります。

本学では、平成19年度より地域交流プロジェクトとして「水道水中の鉛測定相談会」を行っており、今回で6回
目となりました。平成24年12月に県内の事業所において六価クロムによる大規模な地下水汚染が見つかったこ
とから県民の危機意識が高まり、平成25年1月に六価クロム、カドミウム、ヒ素を加え緊急六価クロム測定相談会
を実施した経緯があります。平成24年度は220名超の参加者があり、25年度も引き続き六価クロムを加え、「水
道水中の鉛・六価クロム測定相談会」として開催しました。徳島大学で開発した水道水鉛やその他有害重金属濃
度の迅速高感度分析法の研究成果を地域へ直接還元する企画となっており、文部科学省平成21年度補正予算
で導入した最新型の分析装置を用いて行いました。
参加者は、500mLのペットボトルに水道水を入れて持参または郵送し、後日、郵送にて検査結果をお知らせし

ます。約70件の申し込みがあり、分析の結果、すべての項目で基準値を上回ることはありませんでした。

ホームページからも閲覧できます。　　http://www.tokushima-u.ac.jp/

本学は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン
購入法）」に基づき公用車にハイブリッドカーを導入しています。アイドリング
ストップ、経済速度での走行や、こまめなタイヤ空気圧のチェックを行いエコド
ライブを心掛けています。
また、毎月第２・第４金曜日をノーカーデーとする運動に取り組んでいます。

生協学生委員会では、本学の学生に「環境に対する意識を高めてもらう」ため、毎週決まった曜日に学内のごみ
拾いを行っています。
ごみ拾いは、毎週月曜日の16時から30分程度を使い、工学部側と総合科学部側で交互に実施しています。ま
た、月に1度のペースで蔵本キャンパスの清掃を行っています。実施スケジュールを定着させる事により一般学
生も参加しやすくなりました。回収後はゴミの分別、集約作業を行いました。

４

3

3

10

蔵 本 地 区

常三島地区

新 蔵 地 区

　 計 　

地　　区 低公害車数（台）

5

5

4

14

公用車総数（台）

ステッカー画像：国土交通省ホームページより

（３）第6回　水道水中の鉛・六価クロム濃度測定相談会

（５）環境報告書等

（４） 低公害車の導入（2） 学生たちの自主的活動

    環境報告書の発行
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2013年12月9日、常三島キャンパス助任の丘で「助任ワンダー
ランド（LEDイルミネーション）点灯式」を開催しました。イルミネー
ションは、徳島大学が地域社会との連携を深めるため、地域の方
々も参加できる総合イベントとして実施しています。今回は、助任
の丘からシンボルロード、工学部時計台までを学生や教職員が
デザインしたLEDの光で彩り、音や人の動きに反応して発光する
もの、映像が変化するものなど見る人が参加しながら楽しめる工
夫が凝らされました。

LED照明で期待できる効果
・器具の小型化・長寿命
　　⇒廃棄物の削減
・有害物質を含まない
　　⇒環境保全
・省エネ
　　⇒CO2排出量の削減、
　　　コスト削減









徳島大学環境報告書 2014 アンケート
「徳島大学環境報告書 2014」をお読みいただきありがとうございました。
皆様からのご意見・ご感想をもとに、今後の環境への取り組みや、今後の環境報告書

作成に活かしていきたいと考えておりますので、アンケートにご協力をお願いします。

 お手数ですが、質問事項にご回答のうえ、下記の問い合わせ先に E-Mailまたは Fax
にてご送付下さいますようお願いいたします。

問１，本報告書をどのようなお立場でお読みになりましたか？

□徳島大学の学生  □徳島大学の教職員  □他大学の学生  □他大学の教職員  

□高校生  □中学生以下  □徳島大学の近隣住民  □大学以外の教育関係者  

□企業関係者 □行政関係者 □環境 NPO/NGO  □その他（         ）

問２，本報告書をお読みになられて、どのようにお感じになりましたか？

 ・内容の充実度

  □充実している  □普通    □物足りない

 ・ページ数

  □多すぎる    □普通    □少ない

 ・わかりやすさ

  □わかりやすい  □普通    □わかりにくい

 ・読みやすさ

  （デザイン、文字の大きさ、レイアウトなど）

  □読みやすい   □普通    □読みにくい

 ・表紙のデザイン

  □良い      □普通    □悪い

 ・徳島大学への理解

  □深まった   □変わらない  □わからなくなった。

問３．ご意見などございましたら、ご自由にお書きください。

・・・・・・・・・・ご協力ありがとうございました。・・・・・・・・・・

【お問い合わせ先】

編集・発行 徳島大学環境・エネルギー管理委員会

担当部署  徳島大学施設マネジメント部管理運営課

TEL 088-656-9964 Fax 088-656-7067 
E-mail fmhozen@tokushima-u.ac.jp 




